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Ⅰ はじめに 

 

 今日の我が国は、少子高齢化や人口減少の急速な進行

に直面しており、経済、地域社会、社会保障・財政への

影響が懸念されている。本県もその例外ではない。 

 県内における年齢構成別人口の推移をみると、地域を

支える現役世代である 15 歳から 64 歳の生産年齢人口は、

1995 年をピークに将来に向かって大きく減少が続くもの

と見込まれている。対して老年人口は増加を続けており、

県の総人口のうち 65 歳以上が占める割合は、1995 年時点

で 15.3％であったが、2025 年には 31.7％にまで上昇し、

その後も拡大が続くものと予想されている。 

 高齢化が進む地域では、将来にわたって医療や介護サ

ービス需要の増加が見込まれており、それに伴い医師や

介護職員などの専門人材の需要も高まることになる。今

後の増大する医療・介護ニーズに対応するためには、専

門人材の育成・確保を含め、地域における医療体制の構

築や、在宅医療・介護連携の推進が急務となっている。 

 また、人口の減少に伴う、商圏人口の減少や後継者不

足の発生は、地域の商店の減少や、バスなど公共交通機

関の路線の縮小をもたらす要因の一つとなっている。中

山間地域を含め、人が居住している限り、買い物や公共

交通に対するニーズがなくなるわけではなく、この課題

に対応するために、買い物弱者支援などの交通弱者支援

や、地域が活力を保ち続けられるようなコミュニティ活

動の担い手の育成・確保が課題となっている。 

 加えて、少子化対策には、子育てをしながら仕事もで

きる環境づくりや、出産や育児で悩みや課題を抱える母

子を支える仕組みづくりなどが欠かせない。 

 当委員会は、このような少子高齢化や人口減少の急速

な進行を起因とする、地域における諸課題への対策につ
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いて、調査・検討を行うために設置されたものである。 

 とりわけ、令和元年度及び令和２年度においては、「地

域における医療や福祉サービスの提供体制の構築」及び

「 住 み 慣 れ た 地 域 で 暮 ら し 続 け る た め の 支 援 体 制 の 構

築」について、本県の取組みを執行部より聴取するとと

もに、「地域を支える人材の育成・確保」及び「女性が活

躍し、子どもを産み育てやすい地域づくり」について、

視察や参考人招致を通して、県内外における取組みを調

査した。 

 そこで今般、上半期の当委員会の調査及び所属委員に

よる検討を踏まえた結果についての中間報告を行う。 

 これまでの県の取組みをさらに深化するとともに、本

報告が今後の県政に反映されることを期待するものであ

る。 
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Ⅱ 報告のポイント 

【総 論】  

  今後も少子化の進行、高齢化の加速が見込まれる中

で、地域住民の生活に必要不可欠な生活サービスを維

持していくとともに、子どもや若者が未来に希望を持

てるような社会づくりに取り組んでいく必要がある。 

  そのため、県においては、以下に掲げる医療・介護

人材の確保、交通弱者対策、高校の魅力づくり、育児

と仕事の両立支援を重点に、関連する取組みのより一

層の促進に努めるべきである。 

 

○県内外の医学生等の県内就職に向けたアプローチの

強化など医師確保対策の推進 

○介護職員の確保・定着に向けた待遇及び職場環境の改

善 

○地域の連携による地域公共交通の維持と買い物弱者

対策等の推進 

○地域とも協力した特色ある高校づくり 

○育児と仕事の両立ができる環境の整備 
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Ⅲ 報告 

１ 地域における医療や福祉サービスの提

供体制の構築 

（１）県内外の医学生等の県内就職に向けたアプローチ

の強化など医師確保対策の推進 

   団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となり、超高

齢化社会を迎え、医療や介護などの社会保障費の急

増が懸念される 2025 年問題が目前に迫っている。 

   医療ニーズの増加に伴い、将来に向けた医師の育

成と確保が必要不可欠となっており、これまで国や

自治体、医療関係者が連携し、様々な医師の確保対

策に取り組んできたところである。 

   これまでの取組みの成果として、本県の医療施設

従事医師数及び人口 10 万人対医療施設従事医師数は、

一貫して増加傾向にある。 

   一方で、この人口 10 万人対医療施設従事医師数に

代わり、より適切に医師の偏在を示す指標として、

地域ごとの医療ニーズや人口構成、医師の性・年齢

構成等の新たな偏在要素を考慮し算出された医師偏

在指標では、本県は全国 36 位と下位に属しており、

下位 33.3%に該当する医師少数都道府県に該当して

いる。 

   こうした状況から、引き続き、県内に勤務する医

師の育成と、医師多数の都道府県に勤務する医師や、

県外の医学部へ進学した学生のＵターンなども含め

た、医師の確保対策に取り組んでいくことが求めら

れている。 

   そのためには、専門的知識や技術の習得が期待で

きるような魅力あるプログラムや、医師として成長
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でき、生き生きと働くことができる職場環境といっ

た、各病院の持つ特色を、県内外のより多くの医学

生や、Ｕターン・Ｉターンを希望する県外在住の医

師らに対し、積極的に情報提供していくとともに、

医師として働くうえで充実した病院の環境づくりに

対しても支援していく必要がある。 

   なお、医学生等に対するＰＲの実施については、

一方的な発信に終わらず、どのような条件が合えば

県内の病院で働きたいと考えられるか、学生や関係

者へのニーズ調査を実施するなどして意見を拾い上

げ、双方向で情報を提供し合う仕組みづくりも考え

られる。 

 

（２）介護職員の確保・定着に向けた待遇及び職場環境

の改善 

   少子高齢化の進行に伴う介護サービスの需要の増

加に対し、いかに介護人材を確保していくかも、今

日の社会における重要な課題の一つである。 

   第７期岐阜県高齢者安心計画によると、2013 年か

ら 2025 年にかけて必要となる介護職員の需要は約

12,600 人増加する見込みであるのに対し、供給の増

加見込みは約 6,300 人となっており、必要数の半分

しか確保できない。これを補うためには、2025 年ま

でに、県内で毎年約 1,000 人の介護職員の増加が必

要とされている。 

 介護分野の有効求人倍率については、他業種と比

較しても高い水準となっており、県内の有効求人倍

率は令和３年１月時点で、全産業が 1.37 倍に対し、

介護分野は 5.57 倍となっている。 

 また、介護職員及び訪問介護員の離職率について

は、令和元年度の県内平均が 14.6％となっており、
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離職者のうち約４割が就職３年未満の方となってい

る。 

 このような状況を踏まえ、介護人材の確保に向け

ては、離職者の再就職も含め、入職者を増やすこと

と同時に、離職者そのものを減らすという、両面で

の取り組みが必要である。 

   そのためには、例えば介護ロボットやＩＣＴの積

極的な導入を進めることにより、介護現場の労働力

不足を補うだけでなく、若い世代に対するイメージ

の向上につながることも期待できることから、介護

施設への介護ロボット等の導入・活用に向けてさら

なる支援をしていくことが必要である。 

   また、介護現場は慢性的な人手不足感が強く、介

護職員の悩みの上位には、賃金の低さや身体的負担

の大きさ、業務に対する社会的評価が低いことなど

も挙げられており、介護職員のモチベーションの向

上や待遇の改善は、介護人材の確保・定着に取り組

むうえで、非常に重要な課題である。 

介護現場で働く職員の声を丁寧に拾い上げ、キャ

リアや資格に応じた適切な待遇の確保と、専門的な

研修・教育環境の整備、客観的な評価制度や職員へ

のメンタルケアの導入など、職場環境の改善により

モチベーションを向上する取組みが必要と考えられ

る。   

   

 【調査事例】 

   ・医師の地域偏在・診療科偏在の解消について、

県施策の調査を実施。 

   ・介護人材の確保・定着・育成について、県施策

の調査を実施。 
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２ 住み慣れた地域で暮らし続けるための

支援体制の構築 

（１）地域の連携による地域公共交通の維持と買い物弱

者対策等の推進 

   人口減少・少子高齢化の影響により、公共交通機

関の利用者の減少、採算性の低下により、地方鉄道

や路線バスの維持が課題となっている。路線の廃止

や、公共交通事業の縮小が進む現状においては、そ

の代わりの移動手段として、自動車が高齢者にとっ

ても日常生活を維持するために欠かせない道具の一

つとなっている。 

しかし近年、高齢運転者の自動車の操作誤りによる

交通事故が社会問題として大きく取り上げられるよ

うになり、高齢者の運転免許返納の機運の高まりを受

け、年々、自主返納件数は増加している。 

地域公共交通が衰退する中で、運転免許の自主返納

等により、運転免許証を持たない高齢者などの交通弱

者に対し、日常に必要な買い物や通院するための移動

手段をどう確保するかが課題となっている。 

公共交通機関の今後の利用見通しや費用面を考慮

すると、現行路線の増設や拡充は困難であるため、い

かに現行路線を維持していくか、県や市町村が交通事

業者と共に取り組んでいく必要がある。 

また、公共交通だけに頼らず、地域で高齢者など交

通弱者の買い物や移動を支援する仕組みづくりにつ

いても、より一層の取組みを進めていく必要がある。 

現在、県内の多くの市町村において、移動販売や買

い物代行などの買い物弱者対策、病院・公共交通機関

等への送迎などの移動支援策が実施されており、その

実施主体は、社会福祉協議会や民間事業者等様々であ
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る。特に移動販売は運営に係るコストに対し、売上額

などを踏まえると民間事業者が単独で採算を確保す

ることが難しい事業でもある。事業の継続性を確保す

ることが重要であることから、事業実施に必要な運営

コストへの支援を継続するなど、買い物支援事業に参

入しやすい取組みの実施が必要と考える。 

 

  【調査事例】 

   ・高齢者など交通弱者の移動支援に取り組む北海

道天塩町を視察。 

    通勤などで移動する自動車に相乗りする仕組み

を構築し、移動手段がない高齢者の足の確保に

取り組む仕組みを調査。 

・買い物弱者支援、移動支援等、地域での支え合

い活動の充実について、県施策の調査を実施。 

   ・地域を支える公共交通の確保について、県施策

の調査を実施。 
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３ 地域を支える人材の育成・確保 

（１）地域とも協力した特色ある高校づくり 

   少子化に伴う生徒数の減少により、高等学校では

定員の確保と教育の内容や質の維持といった課題を

抱えている。実際に 2019 年の春の高校入試において

は、全国の公立高校のうちおよそ４割が、募集定員

を下回る定員割れの状況となっており、今後も続く

生徒数の減少に対応するため、学校の統廃合を含め

た再編計画が全国各地で本格的に検討されていると

ころである。 

   しかし、学校運営に必要な生徒数を維持しつつ、

安定した高校教育の機会を確保していくためには、

単に学校の統廃合だけを進めていけば解決するもの

ではない。 

現代の子ども達は、変化の激しい社会に適応する

能力を身に着けることが求められており、そのため

にも、今日の高等学校においては、自身が自分の将

来を真剣に考え、意欲を引き出し、今後のキャリア

を形成していくために必要な力を身につけられるよ

うな環境づくりが求められている。また生徒一人一

人の個性を活かし育てていくには、きめ細やかな対

応も求められている。 

生徒の学習の選択肢を確保し、進学した高校にお

いても生徒が勉強や部活動に自らの目標を掲げ、の

びのびと高校生活を送ることができるよう、それぞ

れの高校の特性を生かした魅力づくりに積極的に取

り組んでいく必要がある。 

また、特色ある学校作りを地域と協力して取り組

むことにより、地域の課題に触れ、関心を持ち、そ

れが将来、地域への定着や将来的なＵターンなど、
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地元に人材を根付かせることにもつながると期待す

る。 

また、一部の高校においては、県外からの生徒の

受け入れも実施しており、県内はもちろん、全国か

ら生徒が集まるような高校づくりに取り組んでいる。

県外から高い志をもった生徒が入学し、それが他の

生徒への刺激となり、学校の活性化につながるとと

もに、地域の活性化や地域を支える人材の育成に取

り組むことも期待する。 

 

  【調査事例】 

   ・村立高校を中心に人口減少・地方再生に取り組

む音威子府村を視察。 

    廃校の危機に直面した道立高校を村民有志の熱

意により工芸や美術に特化した全寮制の村立高

校に移管した取組みを調査。 
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４ 女性が活躍し、子どもを産み育てやす

い地域づくり 

（１）育児と仕事の両立ができる環境の整備 

   少子高齢化と人口減少に伴い、我が国の労働力人

口は将来的に減少に転じることが見込まれている。

これまで働き手として大きな割合を占めていた男性

労働力だけでは、今後、急速に進行する労働力人口

の減少をカバーすることができず、高齢者や外国人

労働者の活用とともに、労働市場における女性の活

躍にも大きな期待が寄せられている。 

   しかし、女性の就業促進については、安心して出

産・子育てをしながら就業できる環境をあわせて整

えていくことが必要不可欠であり、単純に就業の量

的拡大だけを視点に施策を推進していけば、出生率

にもしわ寄せが及ぶことが懸念される。 

   我が国の女性の労働力率は、出産時期にあたる 30

歳代で大きく落ち込むＭ字型カーブを描いており、

この数値と労働力人口に非労働力人口のうち就業希

望者の割合を加えた潜在的労働力率を比較すると、

労働力率が一旦落ち込む年代においても潜在的労働

力率はそれほど大きく落ち込んでおらず、出産・育

児を期に労働市場から退出しても、なお就業希望そ

のものは強い状況が伺える。 

   しかし、実際には出産前後で仕事を退職してしま

う理由としては、仕事を続けたかったが、仕事と育

児の両立の難しさにより断念せざるを得なかったと

いった内容が挙げられており、潜在的な女性の就業

需要に対応できていないケースが多くあるものと考

えられる。 

   これからの時代には、老若男女問わず、家庭や職
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場、地域などにおいて自らの希望するライフスタイ

ルを選択し、その生き方が尊重され、それぞれの個

性と能力が十分に発揮される多様性に富んだ活力あ

る社会の実現が求められている。 

   そのような社会において仕事と家事・育児との両

立を望む女性に対しては、二者択一を迫られること

なく働き続け、能力を発揮できるような環境、仕組

みづくりが求められている。 

例えば、短時間勤務やリモートワークなどの勤務

環境の整備等、個々の事情や子どもの成長段階に合

わ せ た 多 様 な 働 き 方 の 選 択 肢 の 確 保 や 、 男 性 が 家

事・子育て・介護等に参画できるような環境整備に

取り組んでいく必要がある。 

 

  【調査事例】 

   ・人口減少社会にあっても高い出生率を長年維持

している長野県下條村を視察。 

    子育て世代の若者が入居できる「若者定住促進

住宅」や独自の少子化対策、定住促進のための

支援策等を調査。 

・子育て応援カフェの開設や情報誌の発行など美

濃加茂市を中心に少子化対策に取り組む一般社

団法人日本少子化対策ネットワークの関係者を

参考人として招致。 

    少子化対策の現状や女性の社会進出支援の取組

みについて調査を実施。 
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参  考 

【委員会の活動状況】 

１ 委員会の開催 

◆令和元年度 

開催時期  主な調査事項  

第１回  ５月  ８日  ○正副委員長互選  

第２回  ５月１０日  

○重点調査項目について  

○ 所 管 事 務 事 業 の 説 明 聴 取 に つ

いて  

第３回  １２月１８日  

○参考人意見聴取・協議  

「 子 ど も を 産 み 育 て や す い 地 域

づくりについて」   

・一般社団法人日本少子化対策ネ

ットワーク  代表理事  

安藤摩里  氏  

第４回  ３月１０日  ○中間報告作成に係る協議  

 

 

 

◆令和２年度 

開催時期  主な調査事項  

第５回  ５月  ８日  ○副委員長互選  

第６回  ９月  ４日  

○重点調査項目について  

○ 所 管 事 務 事 業 の 説 明 聴 取 に つ

いて  
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第７回  １０月  ７日  

○執行部説明  

「医師の地域偏在・診療科偏在の

解消について」  

「介護人材の確保・定着・育成に

ついて」  

第８回  １２月１６日  

○執行部説明  

「買い物弱者支援、移動支援等、

地 域 で の 支 え 合 い 活 動 の 充 実

について」  

「 地 域 を 支 え る 公 共 交 通 の 確 保

について」  

「 総 合 的 な 空 家 等 対 策 の 推 進 に

ついて」  

第９回  ３月  ３日  ○中間報告作成に係る協議  

 

 

２ 視察の実施 

 

 ◆令和元年度 

視察区分  調査時期  調査項目  

県外視察  ７月２２日  

○先進地調査  

・飯田市役所（リニア駅周辺整備）  

（長野県飯田市）  

・下條村役場（長野県下條村）  

県外視察  
１１月２８日  

～２９日  

○先進地調査  

・天塩町役場（北海道天塩町）  

・北海道おといねっぷ美術工芸高等

学校（北海道音威子府村）  

 

 ◆令和２年度 

   実施なし 
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【少子高齢化社会の安心対策特別委員会】 

（令和元年度・令和２年度） 

委 員 長   尾  藤  義  昭 (関市・美濃市) 

副委員長  森    正  弘  (海津市）(R元 .5～ R2.5） 

        水  野  正  敏  (恵那市) (R2.5～） 

委     員   早  川  捷  也 (中津川市) (R元 .5～ 10） 

       松  岡  正  人  (各務原市) 

       山  本  勝  敏  (多治見市) 

       加  藤  大  博  (加茂郡) (R2.5～） 

       林     幸  広   (関市・美濃市) 

       水  野  吉  近  (岐阜市) 

       国  枝  慎太郎 (揖斐郡) 

       中  川  裕  子  (岐阜市) 

       今  井  政  嘉  (下呂市) 


